
３　請求人は、原処分を不服として、標記
の社会保険審査官に対する審査請求を経
て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第４　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点
１　健保法による保険給付は、労働者又は
被扶養者の疾病、負傷等同法所定の保険
事故のうち、業務災害以外の事由による
もののみを対象とするものとされている
（健保法第１条）。また、被保険者に係る
同法による療養の給付は、同一の傷病等
につき地方公務員災害補償法（以下「地
公災法」という。）による給付がされると
きは行わないものとされており（健保法
第５５条第１項）、地公災法第２６条は、
職員の公務又は通勤による負傷、疾病等
（以下「通勤災害」という。）を、地公災
法による療養補償の対象と規定している。
２　本件の問題点は、上記の法規定と本件
事案の具体的事実関係等に照らし、本件
診療期間における当該傷病を、健保法に
よる療養の給付の支給の対象と認めるこ
とができるかどうかということである。

第２　事実の認定及び判断
１　本件記録によると、次の事実が認めら
れる。
⑴　保険者協会の照会に係る請求人が作
成した「負傷原因届（回答票）」と題す
る書面（以下「請求人回答票」とい
う。）から主な部分を摘記すると、次の
とおりである。
被保険者氏名：請求人
負傷した方：被保険者本人
勤務形態：正社員、契約、派遣、
パート、アルバイト
労災保険（注：記載なし）

傷病名：頚部挫傷、右肩挫傷、腰部
挫傷

負傷日時：令和◯年◯月◯日　午前
◯時頃

負傷した時間帯（状況）：通勤途中
（出勤）
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主文
　本件再審査請求を棄却する。

事実
第１　再審査請求の趣旨
　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以下
「健保法」という。）による療養の給付の支
給を求めるということである。
第２　事案の概要
　本件は、請求人が頚部挫傷、右肘関節内
側側副靱帯損傷及び右肩関節周囲炎（以下、
併せて「当該傷病」という。）の療養のた
め、令和◯年◯月から同年◯月までの期間
（以下「本件診療期間」という。）において、
医療機関を受診したところ、全国健康保険
協会（以下「保険者協会」という。）が、令
和◯年◯月◯日付けで、請求人に対し、療
養の給付を支給しないとしたことを不服と
して、請求人が審査請求を経て、再審査請
求をしたという事案である。
第３　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審査
請求をするに至る経緯として、次の各事実
が認められる。
１　請求人は、ａ市役所に勤務する健康保
険の被保険者であるところ、令和◯年◯
月◯日、通勤途中の交通事故（以下「本
件事故」という。）により負傷し、令和◯
年◯月◯日の症状固定後の本件診療期間
について、さらに医療機関を受診した。
２　保険者協会は、令和◯年◯月◯日付け
で、請求人に対し、当該傷病に係る診療、
投薬等については、「労働者災害補償保険
法の通勤災害と認められるため」として、
療養の給付を支給しない旨の処分（以下
「原処分」という。）をした。なお、請求
人は地方公務員であるから、上記の「労
働者災害補償保険法」は誤りであり、「地
方公務員災害補償法」とすべきものであ
る。



注：記載なし。また、１、２のい
ずれにも○印が付されていない。

２　上記認定の事実及び本件記録に基づい
て、本件の問題点について検討し、判断
する。
　上記によれば、請求人は、令和◯年◯
月◯日、自動車での出勤中の路上におい
て、後続車による追突事故（本件事故）
により受傷したため、同日から当該傷病
の診療を開始し、令和◯年◯月◯日に損
害保険会社には症状固定とされたが、そ
の後も治療を続け、同年◯月◯日におい
てもその治療を継続していることが認め
られるから、当該傷病は通勤災害による
ものであり、地公災法第２６条の療養補
償の対象となる可能性があるところ、請
求人が同条による受給権を有する場合は、
健保法に定める療養の給付の対象となら
ないものである。そして、本件において
は、請求人は、未だ地公災法第２６条の
療養補償の申請をしておらず、その申請
の当否についての判断がされているわけ
ではない。そうだとすると、現時点にお
いては、請求人が地公災法第２６条の療
養補償の受給権を有しないことを確認す
ることができないのであるから、請求人
に対し健保法上の療養の給付を不支給と
した原処分は、違法とはいえない。
　よって、本件再審査請求は理由がない
のでこれを棄却することとし、主文のと
おり裁決する。

負傷場所：路上
負傷原因：交通事故
相手：有（あなたは被害者）
負傷した時の状況を具体的に記入し
てください。：当車両側交差点信号
が赤信号であったため、車を停止
していました。ところが、後続に
停止していた相手方が、誤って車
を発進させて私の車に追突してき
ました。
治療経過：令和◯年◯月◯日現在�
治療継続中
治療期間：令和◯年◯月◯日から
注：「通勤災害は申請しておりませ
ん。事業主には、本照会を見ても
らった上で回答しております。」と
付記されている。
　なお、上記請求人回答票には、
請求人の送付状が添付され、「交通
事故による負傷であり、Ｒ◯　◯
／◯付で症状固定されました。◯
月以降健康保険により引き続き通
院しておりました。」と記載されて
いる。

⑵　保険者協会の照会に係るａ市長が作
成した令和◯年◯月◯日付け「健康保
険の負傷原因について（回答）」と題す
る書面（以下「ａ市回答」という。）か
ら主な部分を摘記すると、次のとおり
である。
　令和◯年◯月◯日付照会のあったこ
とについて、次のとおり回答します。
健康保険記号番号：◯◯◯◯◯◯◯
◯−◯◯◯◯
受診者名：請求人
該当の番号を○印で囲み、詳細を下
記に記入してください。
１．通勤災害に該当すると判断され
ました。
注：ａ病院及びｂ薬局ｃ店の欄外
に、「症状固定後の療養のため本
人へ請求してください。」と付記
されている。

２．次の理由により、通勤災害に該
当しませんでした。




